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研究成果の概要（和文）：　本研究の目的は、戦後の夜間中学を事例として、戦後日本社会で周縁化された人々
（マイノリティ）を巡る教育の歴史を明らかにすること、そのことを通して現代において包摂型社会を構築する
ための教育のあり方について示唆を得ることである。本研究で得られた知見は、高度経済成長を経て国際社会の
中での日本の位置づけが変化する1970年前後が夜間中学においても重要な転換点になっており、義務教育を「す
べての人」に保障するという目的意識によって夜間中学が包摂的な学び場となったことである。

研究成果の概要（英文）：The purpose of this research is to clarify the history of education for 
marginalized people in post-war Japan on the case of the evening junior secondary schools which 
japan-specific educational institutions, and to get suggestions of the way constructing inclusive 
society and education. These schools significantly changed and the teachers came to accept various 
marginalized people around 1970, it was time to pass the period of high economic growth and to 
change Japan’s political and economic position in international relations. 

研究分野： 教育学、教育史

キーワード： 夜間中学　マイノリティ　包摂と排除　学習権　戦後日本社会

  ２版



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 筆者はこれまで、戦後の夜間中学を対象に、
貧困・差別等を背景とする不就学者・義務教
育未修了者の被教育経験や彼らを対象とす
る教育の制度・実践に関する歴史研究を進め
てきた。その中で、教育の機会均等を理念と
して掲げた戦後の義務教育においても被差
別部落民や都市下層住民、零細漁民、没落す
る中小炭鉱労働者の子弟等を中心に数多く
の不就学・長期欠席者が存在したこと、市民
権を剥奪された旧植民地出身の在日外国人
子弟や就学・猶予免除の対象となった障害児
らの義務教育からの排除が存在したこと、同
時に地場産業に依拠した就職経路や地域住
民の教育意識に関わる文化が学校文化との
葛藤も抱えていたこと等が明らかになった。
1960 年代半ばまでの夜間中学は、「学校化社
会」（木村元『学校の戦後史』2015）の形成
過程において貧困層やマイノリティを包摂
する役割を担っていたといえる。 
 本研究で注目したいのは、1960 年代末移
行、夜間中学が様々なマイノリティの生存
権・学習権を取り戻す場所として再定義され
ていった点である。政府・文部省が夜間中学
の縮小・閉鎖を求める中で夜間中学が存続し
た背景には、基礎的な教育と学校経験を求め
るマイノリティの主体的な要求と、それに応
答する教師たちの実践が存在した事実が浮
かび上がってきた。1970 年代は、歴史社会
学の知見においても日本社会がマイノリテ
ィを発見する重要な画期として指摘され、ま
た戦後教育史における重要な転換点として
注目が集まりつつある。夜間中学の実態の歴
史的変容はポスト近代社会へ移行する日本
社会及びマイノリティの生存のあり方の変
化に対応していたと考えられる。そのような
意味で、1970 年代以降の夜間中学の歴史を
明らかにすることは、マイノリティの視点か
ら戦後日本社会の変動と教育課題の変化を
歴史的に浮き彫りにすると同時に、学校教育
を批判的に組み替えながら共生・包摂を目指
す社会を形成するための視座を得ることに
結び付くと考えた。 
 
２．研究の目的 
 本研究の目的は、戦後日本社会で周縁化さ
れた人々（マイノリティ）の被教育経験及び
彼・彼女らに対する教育政策・実践に関する
歴史を明らかにすることを通して、①戦後日
本の社会変動とマイノリティ教育に関する
歴史像を構築すること、②現代において包摂
型社会を構築するための教育課題について
示唆を得ることの二つである。基礎的な教育
保障は現代社会における普遍的人権課題の
一つであるが、学校教育制度はマイノリティ
の包摂を巡って様々な葛藤を抱え続けてき
た。本研究では、筆者がこれまで取り組んで
きた戦後日本の夜間中学の歴史研究の射程
を 1970 年代以降にまで拡張し、ポスト近代
社会への移行過程において在日外国人、障害

者、被差別部落民、移民・難民等への教育保
障に関する政策・実践が抱えた課題や可能性
を明らかにする。さらにその検討を通して、
福祉国家の再定義と包摂型社会の形成が求
められる現代社会の教育課題を解決するた
めの示唆を見出したい。 
 
３．研究の方法 
本研究は、歴史研究の手法で 1970 年代以

降の夜間中学を分析し、そこから現代を照射
するという方法意識を持って行う。具体的に
は、以下の 4 つの作業を並行して進める。 
①基礎的な史料の全国的な網羅的調査と整
理・公開 
②戦後の社会変動とマイノリティ教育に関
する諸理論・諸研究のレビュー 
③関西圏を中心とする個別の地域・学校に関
する教育実践の調査 
④現代的な示唆の提起とアウトリーチ活動 
 ①②に関しては、既に構築した人的ネット
ワークや史料を生かしながら行う。③④に関
しては、①の作業の結果得られた知見を踏ま
えつつ、既に研究協力者との良好な関係を築
いている関西圏の事例を中心に検討を進め
る。 
 
４．研究成果 
（１）研究成果の概要 
①戦後の夜間中学に関連する史料調査 
この主題に関連する史料に関しては先行

研究が乏しいため、散在する史料を地方公共
図書館や所蔵する個人・学校を対象に調査・
収集を行った。 
まず、夜間中学に関連する全国の基礎史料

調査としては、全国夜間中学校研究会が設置
する夜間中学史料収集・保存ワーキンググル
ープの一員に加わって教師や研究者と協働
しながら取り組み、その成果の一部を『全国
夜間中学関係史料目録』として刊行した。 
また、1970 年代以降の夜間中学の特徴を

捉えるためには 1950～60 年代との連続と断
絶に着目する必要があることから、同時代に
またがる史料について、神戸市立丸山中学校
西野分校等で史料調査を行った。また、西野
分校の史料に関しては、神戸学院大学の水本
浩典教授にご協力を得て、貴重な史料の一部
を閲覧することができた。その中で、背景と
なった被差別部落の状況の変化等にも調査
が及んだ。 
 
②戦後の社会変動とマイノリティ教育に関
する諸理論・諸研究のレビュー 
 本研究では夜間中学の事例を広く戦後の
社会変動とマイノリティ教育の文脈の中で
理解するため、関連する諸理論・諸研究に関
する調査研究を進めた。その際、幾つかの共
同研究会への参加を通して得られた知見が
大きい。 
まず、一橋大学の木村元教授主宰の学校化

社会研究会に参画し、戦後日本の社会変動を



「学校化社会」の形成過程として捉え、その
境界に関わる事例として夜間中学を位置づ
ける視座を得ることができた。また、その他
の境界事例として、定時制・通信制高校や朝
鮮学校に関する研究者とも知見を交流する
ことができた。 
次に、東京大学の小国喜弘教授が主宰する

共生共育研究会に参加し、1970 年～80 年代
の障害児教育を始めとするマイノリティ教
育の状況について知見を深めることができ
た。その中で、1970 年代に勃興する障害者
解放運動が、夜間中学における障害者の入学
の拡大に重要な意味を持っていたことが浮
かび上がって来た。 
 さらに、神戸大学の浅野慎一教授とも研究
交流を進め、浅野教授の進める中国残留日本
人孤児に関する研究と夜間中学研究の接点
について知見を深めることができた。 
 
③関西圏を中心とする個別の地域・学校に関
する教育実践の調査 
 今回の研究において関西圏の個別の地
域・学校の事例研究にまで踏みこむことがで
きなかったが、夜間中学の実践とも深く関わ
る 1970 年代以降の関西圏のマイノリティ教
育の状況については知見を深めることがで
きた。まず、マイノリティ教育研究の第一人
者である桂正孝氏から聞き取りを行うこと
ができた。また、神戸市立布引中学校に所蔵
されている神戸市人権・同和教育研究協議会
の史料を閲覧することができた。これらによ
って、関西圏の個別の実践に関する研究を進
める素地を築くことができた。 
 
④アウトリーチ 
 本研究の目的の一つである現代的な示唆
の提起とアウトリーチ活動に関しても、三点
において重要な取り組みを行うことができ
た。 
 第一に、公立夜間中学校の教員を会員とす
る全国夜間中学校研究会との交流である。
2017 年から同研究会に設置された史料収
集・保存・管理委員会の委員を委嘱され、全
国の夜間中学の史料に関して知見の提供や
情報交換を行うことができた。 
 第二に、仙台自主夜間中学を 2014 年から
主宰する仙台に夜間中学をつくり育てる会
との交流を深めることができた。同会との交
流によって、公立夜間中学校と自主夜間中学
の共通点と違いについて理解を深めること
ができ、公立夜間中学校の歴史や意義につい
て知見を提供することができた。 
第三に、2017 年 8 月より宮城県教委・仙

台市教委共同調査研究会の専門分会委員を
委嘱され、夜間中学の歴史・現状・意義等に
ついて教育委員会に直接知見を提供した。と
りわけ、同研究会が 2017 年 12 月に開催した
「夜間中学セミナー」のパネルディスカッシ
ョンではコーディネーターを務め、パネリス
トの人選や当日の進行等を担当した。 

 
（２）研究を通して得られた新たな知見 
 以上の研究を通して、以下のような新たな
知見を得ることができた。 
 第一に、夜間中学の戦後史において重大な
画期となったのは、学齢の不就学・長期欠席
生徒を対象に夜間中学が誕生した成立期
（1947～54 年）、夜間中学の対象者が義務教
育未修了者に変化した再編期（1967～73 年）
にあり、政府・文部省が夜間中学の設置・拡
充に向けて政策の方針転換を行った 2014 年
以降は、これらの時期に匹敵する重要な転換
期に当ることを確認することができた。現在
生じている夜間中学の変化はグローバリゼ
ーションや格差社会の進行等の現代的社会
変動に影響を受けており、この変化を理解す
るためには、1970 年代、とりわけ 1970 年前
後の転換の意味について検討する必要があ
ることが明らかになった。1970 年前後には、
全国夜間中学校研究会が、「すべての人に義
務教育を完全に保障すること」を掲げ、国
籍・年齢等に限らずに広く公的保障の範囲を
拡張しており、そのことがその後の変化を生
み出す重要な要因となったと見られる。 
 第二に、1970 年前後の夜間中学の転換の
背景として、「戦後」というフレームで捉え
るならば高度経済成長や国際関係の変化が
影響を与えていることがわかった。経済成長
によって夜間中学は都市部に集中し、全国の
義務教育未修了者の中でも都市部で不安定
な労働・生活状況にある人々の学び場として
機能していった。農山漁村の不就学・長期欠
席は全体としては減少に向かい、1960～70
年代には大都市部の寄せ場（日雇労働者の集
住地）や大規模な被差別部落に集中的な不就
学・長欠は限定されていった。 
また、1965 年の日韓条約や 1972 年の日中

国交正常化等の国際関係の変化が、夜間中学
の生徒層の変化に影響を与えていた。ただし、
これを「近代」というフレームで捉え返すな
らば、1970 年前後は福祉国家からポスト福
祉国家への変化やフォーディズムからポス
ト・フォーディズムへの変化が生じる転換期
でもあった。日本では 20 世紀初頭から 1960
年代まで続いた義務教育段階の子どもの学
校への包摂が一つの到達点を迎えるこの時
期、学校から逃避する「登校拒否」の子ども
が登場し、彼らの一部が夜間中学で学び始め
ている。このような意味で、夜間中学の歴史
的転換は、政治的・経済的・文化的な変化と
も密接に関連していることが示唆された。こ
のことはまた、現代の夜間中学の転換がいか
なる政治的・経済的・文化的な変化と連動し
ているのかを分析する必要があることをも
示唆している。 
 第三に、1970 年代以降の夜間中学を考え
る上で、学校教育の中に明確に位置する公立
夜間中学校と、社会教育としての要素が強い
自主夜間中学との間に共通点と差異が存在
することがわかってきた。自主夜間中学の中



には、公教育の限界を乗り越えようとする志
向性と、公教育の中の欠落を補完しようとす
る志向性との両面が存在している。このこと
は、自主夜間中学の研究を進める上で、単に
公立夜間中学校の設置がない地域で暫定的
に設けられた学び場というだけでなく、その
独自な性格や役割についても分析する必要
があることを示唆している。 
 第四に、夜間中学が様々な属性・経歴を持
ち日本社会でマイノリティとされてきた
人々を柔軟に受けいれ、学びの機会を提供す
ることができた背景には、義務教育を「すべ
ての人に、一人残らず保障する」というある
種の普遍主義があったことが明らかになっ
た。例えば、再編期の夜間中学は、親の就学
義務が消失した学令超過者や、日本国として
教育権保障の対象と看做していなかった外
国人、中学校教育を受ける前提となる学力を
有せずひらがなの読み書きから学ばなけれ
ばならない人達、旧学制対象者、日本語の会
話のできない韓国・中国からの引揚帰国者等
も柔軟に受け入れていた。そして、彼・彼女
等を夜間中学に受け入れることで、日本社会
や日本の義務教育が彼・彼女等を排除してい
る現実に気付き、そのあり方を批判的に問い
直そうとした。普遍主義を標榜する義務教育
制度の中に実際には幾重もの排除の線が引
かれていることが夜間中学の中で可視化さ
れ、反省的に問い直されていた。こうした夜
間中学の教師たちの身振りは、包摂型社会を
構築するための公教育の可能性について、大
いに示唆を与えるものである。 
 以上のように本研究を通して、夜間中学の
歴史を通して日本社会や公教育のあり方を
考察するための視座や分析枠組みについて
知見を深めることができ、また基礎的な史料
の収集を進めることができた。今後は、これ
らの成果を基にしてより踏み込んだ調査分
析を進めることが課題となるだろう。 
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